
独立行政法人統計センターの標準的な官職を定める規程 

 

平成２１年３月３１日  

統計センター規程第２８号 

最終改正 平成２３年６月２１日  

 

 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３４条第２項の規定により独

立行政法人統計センターが定める標準的な官職は、次の表の左欄に掲げる職制

上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

職制上の段階 標準的な官職 

１ 独立行政法人統計センター組織規程（統計センター規

程第１号。以下「組織規程」という。）第２７条第１項に

規定する部長及び第２８条第１項に規定する次長の属す

る職制上の段階 

部長 

２ 組織規程第９条第１項に規定する企画監、第１０条第

１項に規定する財務企画監、第２０条に規定する研究主

幹、第２９条第１項に規定する課長及び室長、第３１条

第１項に規定する副課長、第３０条第１項に規定するマ

ネージャー、第３２条第１項に規定する副マネージャー

並びに第３８条第１項に規定する首席研究員の属する職

制上の段階 

課長 

３ 組織規程第３３条第１項に規定する課長代理、第３３

条の２第１項に規定する主席専門職、第３６条第１項に

規定する統括製表職、第３６条の２第１項に規定する主

席製表職、第３７条第１項に規定する統括情報技術職、

第３７条の２第１項に規定する主席情報技術職、第３８

条第１項に規定する総括研究員、第４０条第１項に規定

するアドバイザー及び第４０条の２第１項に規定する指

導官の属する職制上の段階 

課長代理 

４ 組織規程第３４条第１項から第３項までに規定する係

長、第３５条第１項に規定する専門職、第３６条第１項

に規定する上級製表職、第３６条第２項に規定する特別

上級製表職、第３７条第１項に規定する上級情報技術職、

第３７条第２項に規定する特別上級情報技術職、第３８

条第１項に規定する上級研究員並びに第４１条第１項に

規定する総務専門職、製表専門職及び情報技術専門職の

属する職制上の段階 

係長 

５ 組織規程第３９条第１項に規定する主任、主任製表職

及び主任情報技術職その他前号に規定する官職の指揮監

係員 



督を受ける官職の属する職制上の段階 

 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２３年３月３１日） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２３年６月２１日） 

 この規程は、平成２３年７月１日から施行する。 

 


